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国 保 年 金 課 

 

令和４・５年度の後期高齢者医療制度保険料について 

 

令和４ 年１ 月２ ８ 日に開催さ れた東京都後期高齢者医療広域連合（ 以下「 広域連合」 と いい

ます。） 議会第一回定例会において、 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条

例の一部を改正する条例が可決さ れ、 令和４ ・ ５ 年度の後期高齢者医療制度における保険料率

等が決定し まし た。  

 

１ 令和４・５年度の保険料 

後期高齢者医療制度の保険料は、 均等割と 所得割から算定さ れます。  

  ア 均等割（ 応益分）： 被保険者の受益に応じ て等し く 賦課するもの・ ・ ・ ４ ６ ， ４ ０ ０ 円 

  イ 所得割（ 応能分）： 被保険者の保険料負担能力に応じ て賦課するもの・ ・ ・ ９ ． ４ ９ ％ 

 

２ 特別対策等 

広域連合では、 保険料の上昇を抑制するため、 本来、 保険料で賄う 葬祭費、 審査支払手数料、

財政安定化基金拠出金、 保険料未収金補てんの４ 項目について、 区市町村が一般財源で負担する

特別対策を実施し ます。  

また、 低所得者の負担を軽減するため、 所得割額についても、 区市町村が一般財源で負担する

独自軽減を実施し ます。  

 

３ 保険料の賦課限度額の引き上げ 

厚生労働省通知に基づき、 令和４ ・ ５ 年度は、 保険料の賦課限度額が、 ６ ６ 万円（ 令和２ ・ ３

年度比２ 万円増） と なり ます。  

 

４ 窓口負担割合の見直し 

令和４ 年１ ０ 月１ 日から、 一定以上の所得のある人の医療費の窓口負担が１ 割から２ 割に見直

さ れます。 このこと による医療給付費への影響を加味し て保険料率を算定し ています。  

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和４ 年２ 月 広域連合規約の変更に関する協議についての議案提出 

（ 令和４ 年港区議会第１ 回定例会）  

       ７ 月 広報みなと 及び区ホームページ掲載 

          後期高齢者医療保険料額決定通知書の送付 

令和４ 年２ 月９ 日 資料№２  
保 健 福 祉 常 任 委 員 会 



政令どおり の場合（ 特別対策等を実施し ない） （ 特別対策等を実施）

Ｒ ２ ・ ３ 年度 Ｒ ４ ・ ５ 年度 増加 増加率

均等割額 44, 100円 49, 400円 5, 300円 12. 0%

所得割率 8. 72% 10. 44% 1. 72ﾎ゚ ｲﾝﾄ 19. 7%

一人当たり
平均保険料額 101, 053円 111, 793円 10, 740円 10. 6%

４ 項目の特別対策

　 　 　 後期高齢者負担率の引き上げによる増加分 　 　 　 医療給付費の増加分
　 ・ 葬祭費

　 ・ 審査支払手数料

　 ・ 財政安定化基金拠出金 ※１

　 ・ 保険料未収金補てん

　 所得割額独自軽減　 ※２

※１ 　 財政安定化基金拠出金への区市町村から の拠出は、 平成26年度以降あり ません。

※２ 　 賦課のも と と なる所得額が15万円以下の場合50%、 20万円以下の場合25%を所得割額から 軽減し ます。

（ １ ） 被保険者数は、 令和４ 年度を「 166. 4万人」 、 令和５ 年度を「 173. 0万人」 と 推計。

（ ２ ） 一人当たり 医療給付費の伸び率は、 過去4か年（ H29～R2） の伸び率から 、 「 0. 78％」 と 推計。

（ ３ ） 後期高齢者負担率は、 厚生労働省通知により 「 11. 72%」 と 設定。

（ ４ ） 所得係数は、 「 1. 59」 と 設定。 均等割額と 所得割額の賦課割合は、 「 38. 61 :  61. 39」 と なる。

（ ５ ） 所得の伸び率は、 ( R元～R3の3か年の実績の平均から ) 「 -1. 20%」 と 推計。

（ ６ ） 令和２ ・ ３ 年度の財政収支に係る剰余金を、 「 187億円」 と し て計上。

（ ７ ） 区市町村の保険料予定収納率を 「 98. 50%」 と 想定。

（ ８ ） 特別対策219億円（ 葬祭費87億円・ 審査支払71億円・ 未収金補てん61億円） 及び所得割軽減

4. 5億円を実施。

（ ９ ） 賦課限度額は、 厚生労働省通知により 「 66万円」 と 設定。

※５

【 窓口負担２ 割実施の影響】 ※１ 　 　 賦課のも と と なる所得額は、 総所得金額等から 基礎控除（ 43万円） を 引いた額です。

　 　 　 令和４ 年10月から 窓口２ 割負担が導入さ れるこ と により 、 医療給付費は２ 年間で ※２ 　 　 高齢者の医療の確保に関する法律施行令に基づき 、 均等割額を 所得に応じ て７ 割、 ５ 割、 ２ 割の３ 段階で

  

※３ 　 　 所得割額独自軽減

※４ 　 　 窓口負担が２ 割と なる 下限の公的年金収入額

※５ 　 　 令和４ ・ ５ 年度の保険料が限度額に到達する賦課のも と と なる 所得額

東京都後期高齢者医療広域連合の資料から 作成

 軽減し ています。

一人当たり
平均保険料額

101, 053円 104, 842円 3, 789円 3. 7%

500万円

400万円

非該当

非該当

非該当

非該当

非該当

153万円 7割軽減

200万円※４ 2割軽減

173万円 5割軽減

168万円 7割軽減

220万円

非該当

879万円

9. 49%

均等割額 44, 100円 46, 400円

所得割率 8. 72%

Ｒ ２ ・ ３ 年度 Ｒ ４ ・ ５ 年度

660, 000円

―

50%

25%

非該当

非該当

約６ １ 億円

増加

計　 約２ １ ９ 億円

約８ ７ 億円

約７ １ 億円

 　  ０ 円

   約４ . ５ 億円

増加率

2, 300円 5. 2%

0. 77ﾎ゚ ｲﾝﾄ 8. 8%

19, 900円

26, 500円

33, 000円

100, 700円

47万円

67万円

229. 5万円

313. 5万円

398. 5万円

均等割※２

2割軽減

公的年金
収入額

賦課のも と と
なる所得額　 ※１

軽減割合

単身者

非該当

非該当600万円

5, 500円

264, 100円

343, 900円

Ｒ ４ ・ ５ 年度
保険料額

Ｒ ３ 年度
保険料額

増加額

13, 900円

21, 000円

37, 400円

81, 700円

7, 000円

   約147億円が削減さ れると 推計。 一人当たり 平均保険料額が600円引き 下げら れまし た。

424, 500円

52, 100円

区市町村負担金合計

約２ ２ ４ 億円

646. 6万円

13, 200円

19, 700円

35, 100円

76, 200円

93, 700円

244, 200円

317, 400円

391, 500円

607, 900円

0円

15万円

20万円

所得割※３

700円

1, 300円

2, 300円

5 所得階層別保険料額比較（公的年金収入のみの設定）

4 新保険料

【後期高齢者負担率の上昇】

後期高齢者医療制度では、医療給付費の財源負担分について、現役世代が支援する仕組

みを採用しています。

現役世代と被保険者の負担の割合を定めるのが後期高齢者負担率ですが、一人当たり平

均保険料の増額3 ,7 8 9 円のうち７５％を超える2 ,8 5 6 円が、後期高齢者負担率の引き上げ

によるものです。

1 政令本則

2 平均保険料引き上げ額（3,789円）の内訳

3 保険料率算定の設定条件

2, 856円 75. 4％ 933円 24. 6％

k特別対策等を実施するための区市町村負担金（２年間）
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○保険料の賦課限度額について、 64万円から 66万円への引き 上げが図ら れ

まし た。

○賦課限度額の見直し により 、 被保険者の総所得金額の合計額が増加し 、

その結果、 中間所得者層の保険料所得割額が減額さ れます。

賦課のも と と なる所得

限度額
64万円

保険料

均等割額

赤色の部分が保険料所得割額が減額さ れます。

（ 対象者： 東京都 約６ ７ ． １ 万人）

（ 対象者： 港区 約９ ， ７ ０ ０ 人）

水色の部分は限度額見直し によ り 保険料所

得割額が増額さ れます。

（ 対象者： 東京都 約４ ． ８ 万人）

（ 対象者： 港区 約２ ， 1０ ０ 人）

所得割額

限度額
66万円

保険料の賦課限度額引き上げ

所得額： ０ 円

（ 年金収入： 153万円）
限度額到達所得： 619万円

（ 年金収入： 850万円）
限度額到達所得： 646. 6万円

（ 年金収入： 879. 1万円）
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